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Ⅰ 基本的な事項 

 

１．過疎地域の現状と問題点 

  

(1) 過疎地域の現状 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号。以下「法」とい

う。）第２条第２項の規定により公示された本県過疎市町（「過疎地域をその区域とする市町」、

「過疎地域とみなされる市町」及び「過疎地域とみなされる区域を含む市町」。以下同じ。）数

は１２市３町であり、その内訳は、法第２条第１項の規定による過疎地域をその区域とする市

町が９市３町、法第３条第１項及び法第４１条第３項の規定による過疎地域とみなされる区域

を含む市町が３市（１３区域）となっている。 

 
■地域別過疎市町 

 

地域 

適用条項 

法第２条第１項 

（９市３町） 

法第３条第１項 

（３市１１区域） 

法第４１条第３項 

（１市２区域） 

県南地域   

長崎市（旧香焼町、旧伊王島

町、旧高島町、旧野母崎町、旧

三和町、旧外海町） 

  

県北地域 

平戸市、松浦市、西海

市、東彼杵町、小値賀

町 

佐世保市（旧宇久町、旧江迎

町、旧鹿町町、旧世知原町） 

佐世保市（旧小佐々町、

旧吉井町） 

県央地域   諫早市（旧小長井町）   

島原半島

地域 

島原市、雲仙市、南島

原市 
    

五島地域 五島市、新上五島町     

壱岐地域 壱岐市     

対馬地域 対馬市     

 
 

現在、県内２１市町中１５市町が過疎地域を有しており、過疎地域の県土に占める割合

は７１．７％と高くなっている。地形的な特質から、離島地域のほぼ全域、半島地域の大

部分が過疎地域となっている。特に本県離島地域は、海を隔てて東アジア地域の諸外国と

隣接する国境離島・外洋離島が多いことから、我が国の領域及び排他的経済水域の保全、

海洋資源の活用等という国家的見地から大きな役割を担っている。 

一方、過疎地域の人口が県総人口に占める割合は２８．３％（令和２年国勢調査人口）

となっており、３割弱の人口で県土の過半以上を支えている状態となっている。 
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(2) 過疎の要因 

本県の過疎地域は、昭和３０年代以降の高度経済成長やエネルギー革命による相次ぐ炭

鉱閉山などに伴い、都市部への人口流出が昭和４０年代前半まで急速に進み、その後も鈍

化傾向にあるものの引き続き人口が減少している状態である。 

本県過疎市町の国勢調査人口を指数化（昭和５０年を１００）した場合、昭和５５年・

昭和６０年においては、概ね３ポイント程度の減少であったが、その後、平均では５ポイ

ントを上回って減少し続けている。特に離島市町での減少は著しく、平成２７年の指数は 

５４．７、令和２年の指数は、４９．７でほぼ半減している。また、地域別に比較した場合、

県南地域の減少が著しいが、これは、高島炭鉱、池島炭坑の閉山も大きな要因と思われる。 

 

■人口推移（国勢調査）           ■過疎市町地域別人口推移（国勢調査） 

（Ｓ５０＝１００）              （Ｓ５０＝１００） 

（備考）対象とする過疎地域は、令和７年４月１日現在で指定されている地域で算出。 

 

 

国勢調査における昭和５０年から平成２７年までの間の年齢階層別人口の動向をみると、

若年者（１５～２９歳）比率については、県全体、過疎市町、非過疎市町ともに低下して

いるが、平成２７年の過疎市町においては９．８％と非過疎市町より４．５ポイント下回

っている（令和２年においてはそれぞれ９．１％、３．９ポイント）。また、高齢者 

（６５歳以上）比率についても、県全体、過疎市町、非過疎市町ともに上昇しているが、

平成２７年の過疎市町においては３５．０％と非過疎市町より８．０ポイント上回ってい

る（令和２年においてはそれぞれ３８．８％、７．９ポイント）。 

過疎地域においては人口減少が進む中、少子・高齢化の進行が非過疎地域に比べて顕著

である。 
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（備考）対象とする過疎地域は、令和７年４月１日現在で指定されている地域で算出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（備考）対象とする過疎地域は、令和７年４月１日現在で指定されている地域で算出。 

 

 

本県の過疎市町は、離島、半島地域に位置しており、我が国本土の最西端に位置してい

ることと相まって、過疎地域の中でも非常に厳しい状況に置かれており、地理的・地形的

状況が過疎化の最大の要因であると言える。また、年齢別に見ると、特に学卒者の流出が

著しい。 
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(3) 市町村合併に伴う本県過疎地域の状況 

本県においては、市町村合併への積極的な取組がなされ、平成の大合併により平成２２年 

３月末までに従来の７９市町村から２１市町へ再編された結果、全市町数に占める過疎市町の

割合は７１．４％となっている。 

 

■市町村合併に伴う過疎地域の状況 

新市町名  過疎・一部過疎・非過疎 
合併前の指定の状況 

合併期日 
過疎地域 非過疎地域 

長崎市 

一部過疎（旧香焼町、旧伊王島

町、旧高島町、旧野母崎町、旧三

和町、旧外海町） 

伊王島町、高島町、野母崎町、外海

町 

長崎市、香焼町、三和町、琴海

町 

H17.1.4 

H18.1.4 

佐世保市 

一部過疎（旧宇久町、旧江迎町、

旧鹿町町、旧小佐々町、旧吉井

町、旧世知原町） 

宇久町、江迎町、鹿町町、小佐々

町、吉井町、世知原町 
佐世保市 

H17.4.1 

H18.3.31 

H22.3.31 

島原市 過疎   島原市、有明町 H18.1.1 

諫早市 一部過疎（旧小長井町）   
諫早市、多良見町、森山町、飯

盛町、高来町、小長井町 
H17.3.1 

大村市 非過疎       

平戸市  過疎 平戸市、生月町、大島村 田平町 H17.10.1 

松浦市 過疎 福島町、鷹島町 松浦市 H18.1.1 

対馬市 過疎 
厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、

上県町、上対馬町 
  H16.3.1 

壱岐市 過疎 郷ノ浦町、勝本町、芦辺町 石田町 H16.3.1 

五島市 過疎 
福江市、富江町、玉之浦町、三井楽

町、岐宿町、奈留町 
  H16.8.1 

西海市 過疎 西海町、大島町、崎戸町、大瀬戸町 西彼町 H17.4.1 

雲仙市 過疎 千々石町、小浜町、南串山町 
国見町、瑞穂町、吾妻町、愛野

町 
H17.10.11 

南島原市 過疎 
加津佐町、口之津町、南有馬町、北

有馬町、西有家町、有家町、布津町 
深江町 H18.3.31 

長与町 非過疎       

時津町 非過疎       

東彼杵町 過疎       

川棚町 非過疎       

波佐見町 非過疎       

小値賀町 過疎       

佐々町 非過疎       

新上五島町 過疎 
若松町、新魚目町、有川町、奈良尾

町 
上五島町 H16.8.1 

 

 

(4) 過疎地域の問題点と課題 

過疎地域対策緊急措置法が昭和４５年に施行されて以来、これまで、産業、交通通信、生活環

境、福祉、医療、教育等さまざまな分野において、非過疎地域との格差是正のため、国、県及び

市町村が積極的に過疎対策を実施してきた。その結果、上下水道や道路、港湾、空港、漁港、農

林道等のハード面の整備は一定の成果を得ており、県内における過疎地域を取り巻く環境は大

幅に改善されている。しかしながら、引き続き、広域化、高速化に向けた道路網の整備や、依然

として非過疎地域との格差が解消されていない市町道、下水道等の汚水処理施設、情報通信網

等の整備は、本県過疎地域の地理的、地形的なハンディを克服するための大きな課題となって

いる。 
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加えて、過疎地域は、人口減少と著しい高齢化、農林水産業や建設業などの基幹産業の衰退、

雇用の場の不足、医師不足、公共交通の衰退、耕作放棄地の増加・里山の荒廃、生活扶助機能の

低下など集落の維持・存続が危ぶまれる事態に直面している。 

また、本県の過疎地域は、そのほとんどが市町村合併により地域が広域化、多様化しているこ

とから、市町村合併によるスケールメリットを活かした事業展開、ＩＣＴ（情報通信技術）の利

活用による地域課題の解決、若年者層から高齢者層までの幅広い世代を対象とした都市から地

方への移住・交流の拡大など、過疎地域を取り巻く環境変化を踏まえた適切な対応が求められ

る。 

 

■過疎対策事業債施設別発行（予定）額（平成１２年～令和５年） 

区

分 
施  設  名 

起債額 構成比 区

分 
施  設  名 

起債額 
構成

比 

百万円 % 百万円 % 

産 

業 

振 

興 

施 

設 

1 法人に対する出資 
321.3 0.1 

教 

育 

文 

化 

施 

設 

30 
小・中学校校舎・屋体・寄宿舎

等 

5,515.1 2.5 

2 市町村道・橋りょう 6,024.3 2.7 31 図書館 1,632.9 0.7 

3 農道・林道 1,222.6 0.6 32 市町村立幼稚園 37.9 0.0 

4 林業用作業道 19.7 0.0 33 小規模校校舎 0.0 0.0 

5 漁港・漁港関連道 4,959.9 2.2 34 教職員住宅 313.6 0.1 

6 港湾施設 2,725.8 1.2 35 学校給食施設 90.8 0.0 

7 地場産業振興施設 2,205.5 1.0 36 通学施設 292.6 0.1 

8 貸工場又は貸事務所 288.4 0.1 37 公民館 2,507.3 1.1 

9 観光・ﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝ施設 16,571.8 7.5 38 その他の集会施設 1,966.7 0.9 

10 農林漁業経営近代化施設 3,801.1 1.7 39 住民のﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝ施設     1,789.7 0.8 

11 商店街振興施設 88.2 0.0 40 地域文化振興施設 4,477.0 2.0 

  小   計 38,228.6 17.2   小   計 18,623.6 8.4 

交 

通 

通 

信 

施 

設 

12 市町村道・橋りょう 58,969.4 26.6 集 

落 

整 

備 

41 移転跡地 0.0 0.0 

13 農道・林道 1,715.1 0.8 42 移転先地 0.0 0.0 

14 電気通信施設 5,357.7 2.4 43 定住促進団地 354.7 0.2 

15 地域鉄道 432.8 0.2   小   計 354.7 0.2 

16 自動車・雪上車 90.1 0.0 自然エネルギーを利用するための施設 173.5 0.1 

17 渡船施設 926.8 0.4 過疎地域自立促進特別事業（ソフト事業） 45,561.0 20.5 

18 除雪機械 0.0 0.0 合   計 221,929.2 100.0 

  小   計 67,491.9 30.4  

厚 

生 

施 

設 

19 下水道処理施設 12,195.8 5.5 

20 一般廃棄物処理施設 2,865.4 1.3 

21 消防施設 7,903.6 3.6 

22 火葬場 639.2 0.3 

23 高齢者福祉増進施設 4,325.6 2.0 

24 保育所・児童館 1,457.0 0.7 

25 認定こども園 2,187.1 1.0 

26 障害者（児）施設 115.6 0.1 

27 母子健康センタ－ 788.2 0.4 

28 診療施設 9,183.9 4.1 

29 簡易水道施設 9,834.5 4.4 

  小   計 51,495.9 23.2 
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■道路舗装率（令和７年４月１日現在）    ■道路改良率（令和７年４月１日現在） 

（令和６年度長崎県道路現況表）       （令和６年度長崎県道路現況表） 
 

 
 

 （備考）対象とする過疎地域は、令和７年４月１日現在で指定されている地域で算出。 

 

■汚水処理人口普及率(令和７年４月１日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （備考）対象とする過疎地域は、令和７年４月１日現在で指定されている地域で算出。 

なお、長崎市、佐世保市、諫早市の数値は非過疎地域に算入している。 

 

 

未だ大きな格差が残る地域に対しては、通常の生活水準を確保するために必要な生活基

盤の整備を引き続き進めていく必要がある一方で、今後、これまで整備してきた社会資本

ストックの有効活用を図るための、適切な維持管理が必要となる。市町の過疎対策のこれ

までの成果と今後の課題、重点的な取組が必要となる分野を明確にすることにより、事業

の選択と集中を図り、依然として厳しい地方財政状況の下で、限られた財源を有効に活用

していくことが重要である。 

さらに、人口減少社会における持続可能な地域社会を形成するため、地域の担い手確保

につながる移住･定住対策の推進、関係人口との交流促進や、地理的条件不利を克服できる

地域の情報化促進等の事業に取り組んでいく必要がある。 

 

①産業 

令和２年国勢調査における、過疎地域の農林水産業の就業人口比率は２６．８％と、県全体の
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65.9 

34.1 

過疎地域 非過疎地域

１１．３％に比べて高く、また、令和４年度市町民経済計算における、市町内総生産（第１次産

業分）の割合は、過疎地域が６５．９％と、非過疎地域の３４．１％と比べて高く、過疎地域の

主要な産業となっている。 

これまでの過疎対策においても、農林水産業にかかる生産基盤整備や販路拡大、技術開発等、

各種の施策を進めてきたところであるが、燃油や飼料等の価格高騰、気候変動等に伴う環境変

化への対応、就業者の著しい高齢化の進行と担い手の確保が直面する共通の課題となっており、

農林業においては産地の縮小、集落の機能低下を、水産業においては漁村における生産活動の

停滞を招くなど、取り巻く状況は、年々その厳しさを増している。 

農林水産業の就業者は高齢者の割合が大きく、２０２０年（令和２年）農林業センサスによる

と基幹的農業従事者の６１．７％、２０２３年（令和５年）漁業センサスによると漁業就業者の

４３．６％が６５歳以上の高齢者で占められており、新規就業者の確保・育成は農林水産業の将

来を左右する重要な課題であると言える。 

 

■就業人口比率（令和２年国勢調査）   ■市町内総生産（第１次産業分） 

                      （令和４年度市町民経済計算） 

（備考）対象とする過疎地域は、令和７年４月１日現在で指定されている地域で算出。 

なお、長崎市、佐世保市、諫早市の数値は非過疎地域に算入している。 

 

 

商工業においては、過疎地域に立地する多くの経営体は依然として零細であり、経営体

質の強化が引き続き課題である。 

本県過疎地域は、地理的・地形的に大変厳しい条件にあるが、近年のＩＣＴ（情報通信

技術）の普及は過疎地域と都市部との距離を縮め、地域の特産品の情報発信及び販売促進

においても多大の効果が予想される。しかしながら、高齢化、高度情報化等、近年の社会

変化に適応した新たな戦略を講じていくうえで、県内離島半島に代表される地理的条件の

克服までは至っていない。 

過疎地域では、雇用の場が少ないことから、若年者の流出が続いているが、良質な雇用

の場の創出が図られれば、若年者の流出に一定の歯止めをかけることが期待できるため、

地場産業の振興、企業の誘致、スタートアップ及び新規分野進出の推進等雇用機会の拡大

に関する各種施策をこれまで以上に強力に進める必要がある。 
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26.8% 29.3%
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18.4%
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■有効求人倍率（年平均、原数値） 

 

■県内有効求人倍率（令和７年４月、原数値） 

 

 

過疎地域における商店街等は、人口減少による消費購買力の低下に加え、郊外型大型店

舗の進出や、消費者の消費行動の多様化などにより厳しい環境におかれていることから、

人口減少社会に対応する力強い地域商業の創出が課題となっている。 

観光面では、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」及び「長崎と

天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録、「国境の島 壱岐・対馬・五島～

古代からの架け橋～」の日本遺産認定、国内第１号となる島原半島の世界ジオパークへの

加盟認定など過疎地域が有する魅力ある観光資源など新たな人の流れを生み出すプラス要
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因も挙げられるものの、観光地間の競争の激化や令和２年の新型コロナウイルス感染症の

感染拡大などの影響もあって、過疎地域においては依然として厳しい現状にある。地域の

魅力を高め、国内はもとより、東アジアや東南アジアの各国・地域などから多くの観光客

を迎えるためには、地域ならではの観光資源（歴史、文化、自然、景観、食など）の磨き

あげによるメニューの開発やルート形成、エコツーリズム・グリーンツーリズム・ブルー

ツーリズム・ヘルスツーリズム・インフラツーリズムなど、多様な体験メニューや観光コ

ンテンツの開発に取り組むとともに、温もりあるおもてなしの体制づくりや、高齢である

ことや障害等の有無にかかわらず、すべての人が楽しめる受入環境の整備が重要である。 

また、滞在型観光の創出の取組は、交流人口の拡大とともに、豊かな自然や景観、伝統

文化をはじめとする地域固有の資源の保護・再生及び住民の地域に対する誇り・愛着心の

醸成にもつながることから、積極的な推進が必要である。 

 

■年次別観光客延べ数（長崎県観光統計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（備考）対象とする過疎地域は、

令和７年４月１日現在で指定さ

れている地域で算出。なお、長

崎市、佐世保市、諫早市の数値

は非過疎地域に算入している。 

 

 

 

 

②交通通信 

交通体系の整備は、産業面や生活面等多方面に直結した課題であり、これまで、道路、

空港、港湾等のハード面の整備とともに、地方バスや鉄道、航路、航空路などの公共交通

機関の維持・存続のための取組が行われてきたところである。 

しかしながら、人口減少などに伴う利用者の減少や民間企業の厳しい経営状況などによ

り、民間交通事業者等の不採算路線からの撤退や路線の縮小など、過疎地域住民の生活に

影響が生じており、公共交通機関の維持・存続が大きな課題となっている。また、高齢化

の進む過疎地域においては、私的交通手段を持たない高齢者の移動手段の確保や、交通施

設・乗り物のバリアフリー化も必要となっている。 

一方、これまでの過疎対策の実施に伴い、道路等の交通環境は一定の改善がなされてい
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ることから、今後はそれらの有効活用を図ることにより、産業・交流・観光面等の多方面

にわたる効果を十分発揮させることが重要である。 

情報通信の面では、これまで、テレビ、ラジオの難視聴地域の解消、携帯電話基地局整

備による不感地域の解消及び防災行政無線等の整備等を進めてきたほか、離島医療につい

ても、遠隔画像診断支援システムの配置を行うなど様々な面で一定の整備を図ってきたと

ころであるが、ＡＩ、ＩｏＴ、５Ｇなどの情報技術が急速に進展し、社会のデジタル化が

進む中、過疎地域においても、ＩＣＴ利活用による地域課題解決を図っていくためには、

光ファイバ、５Ｇなどの情報通信基盤の整備が必要不可欠となる。 

また、「誰一人取り残さない」、全ての住民がデジタル化の恩恵を受けるためには、住

民の情報リテラシー向上対策も必要となる。 

 

③移住・定住・地域間交流 

過疎地域においては、人口減少・少子高齢化の加速により地域社会の担い手の確保が急

がれる。 

これまでも、各地域で交流施設の整備や各種イベントの開催等、交流機会の拡大のため

の様々な取組がなされ一定の成果をおさめてきているが、今後は、そういった取組の継続

的な実施や、交流人口の一層の拡大につながる取組の推進が必要である。 

そのためには、地域資源を再度見つめ直すとともに、積極的な情報収集に努め、他地域

の人々が過疎地域に求めるものを的確に把握し、それらのニーズにあった取組を展開する

必要がある。加えて、今後の過疎対策においては、そういった活動を一過性のものにせず

継続させることが重要となってくることから、次代を担う子どもたちも含めた過疎地域の

住民が地域の実情や資源・魅力についての理解を深めるとともに、住民が主体となった各

地域の特色を活かした地域づくりが重要である。 

さらに、人口減少の急速な進行による地域や産業の担い手不足が大きな課題となってお

り、特に、過疎地域においては地域社会を維持していくため、他地域からの移住者等を呼

び込むことが喫緊の課題である。これまで、市町と一体となってＵＩターンの受入体制の

充実・強化や、地域おこし協力隊の受入による地域活性化に取り組んできた。今後移住顕

在層の確実な取り込みのために、ターゲットに応じた効果的な情報発信や移住潜在層の掘

り起こしの取組を強化し、ＵＩターンを促進するとともに、ワーケーション受入等による

関係人口を地域活性化につなげていく必要がある。 

 

④生活環境 

これまで、都市化と過疎化が同時に進んできた結果、都市部においては、流入人口を吸

収してきた反面、幾多の開発行為により自然環境が失われてきた。過疎地域においても、

人口の流出や高齢化により、「人が手を加えることで管理・維持されてきた里地・里山・

里海などの荒廃」が見られるようになってきており、今後は、自然環境や景観を守り、ふ

るさとの里地・里山・里海を維持していくための取組が必要となる。 

また、依然として低位な整備水準にある汚水処理施設の整備、安全で良質な水道水の安

定供給などが重要な課題である。 

さらに、人口減少が進む中にあっても、住民の安全・安心なくらしを実現するために、
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防災体制・消防・救急施設を維持強化していく必要がある。 

 

⑤高齢者等の福祉等 

超高齢社会といわれる今日、特に高齢化の進行が著しい過疎市町は介護や医療、福祉面

でのニーズに十分な対応をしていく必要がある一方、豊富な知識と経験を有する高齢者の

積極的な社会参加をサポートする取組が重要になってきている。 

また、少子化対策や女性の積極的な社会参加への支援等の面から、仕事と子育ての両立

支援のための各種保育サービスの充実など子育て環境の整備が必要であり、さらに、障害

者の社会参加をサポートしていく面からも、公共施設のバリアフリー化、障害者雇用の促

進に努めていく必要がある。 

 

（備考）対象とする過疎地域は、令和７年４月１日現在で指定されている地域で算出。 

 

 

⑥医療 

過疎地域の医師及び歯科医師数は、令和４年における人口１０万人当たり、それぞれ、 

１９２人、６５人となっており、県平均３４５人、９６人に対し、大きく下回っている。 

 

■医師及び歯科医師数（令和４年：人口１０万人当たり） 

（備考）対象とする過疎地域は、令和７年４月１日現在で指定されている地域で算出。 

なお、長崎市、佐世保市、諫早市の数値は非過疎地域に算入している。 
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0.0
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小学校 中学校
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診療所の廃止により新たに無医地区が生じることとなったが、県内の無医地区、準無医

地区等は、全て離島地域に存在しており、離島の保健医療を推進するうえで、医療従事者

の確保及び定着に加え、オンライン診療などの普及拡大に向けて検討を行う必要がある。 

 

■無医地区調査一覧表（令和４年１０月末現在） 

 

 

これまでの取組により、医療施設数や病床数等については充実してきたが、過疎地域に

おいては、今なお医師数や診療科の偏在が課題となっていることから、医療施設の診療科

目や診療機能などの質的向上を図る必要がある。 

さらに、本土と離島の医療格差を是正するため、医療分野におけるＩＣＴの効果的な活

用促進や、ヘリコプターによる救急患者の島外搬送等、なお一層の充実強化が重要な課題

である。 

 

⑦教育 

過疎地域の令和６年における１校当たりの児童・生徒数は、非過疎地域の３８．０％と

少なく、小規模化による複式学級や中学校における免許外教科担当による授業など、教育

条件の低下が懸念されている。今後も続く少子化傾向の中で、地域の実情に応じて学校規

模の適正化や適正配置などに取り組み、各学校の実態に即した施設整備を促進するととも

に、修学支援の充実を図っていく必要がある。 

 

■小中学校１校当たりの児童・生徒数（令和６年） ■県内の学校統合状況 

（備考）対象とする過疎地域は、令和７年４月１日現在で指定されている地域で算出。 

なお、長崎市、佐世保市、諫早市の数値は非過疎地域に算入している。 

距離(km) 所要時間 方法
無医地
区

準無医
地区

無医地
区

準無医
地区

1 42a001 壱岐保健所 壱岐市 三島 263
さくら耳鼻咽喉科
クリニック

5.8 75 徒歩・船 〇 ○
船が1日4往復あるが、所
要時間が75分。

2 42b001 佐世保市保健所 佐世保市 寺島 9
佐世保市立総合病院
宇久診療所

10.1 32
徒歩・
バス・船

○ ○
半径4km以内に50人未満
で海で断絶

3 42b002 上五島保健所 小値賀町 六島 1
小値賀町国民健康
保険診療所

10.0 28 船・徒歩 ○ ○
半径4km以内に50人未満
で海で断絶

4 42b003 〃 新上五島町 江袋 45
新上五島町立仲知
へき地診療所

2.0 28 バス・徒歩 ○ ○
医療機関はあるが、診療
日が週１日と少なく時間も
短い。

5 42b004 〃 〃 赤波江 8
新上五島町立仲知
へき地診療所

3.0 28 バス・徒歩 ○ ○
医療機関はあるが、診療
日が週1日と少なく時間も
短い。

6 42b005 〃 〃 大水 30
新上五島町新魚目
国民健康保険診療所

6.0 50 バス・徒歩 ○ ○

バスが１日５往復、所要時
間が50分であるが運行時
間が朝・夕に集中しており
不便。

7 42b006 〃 〃
飯ノ瀬戸・
青木・焼
崎

77 上五島病院 17.0 50 バス ○ ○

バスが１日５往復、所要時
間が50分であるが運行時
間が朝・夕に集中しており
不便。

無医地区の状況 最寄の医療機関までの状況 無医地区定義

備考
地区名 人口 施設名

交通事情 令和４年度 令和元年度番号 コード 保健所名 市町村名
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⑧地域文化等 

過疎市町には、都市部において失われてきている美しい景観や独自の地域文化が、今な

お多く残されており、これらは、近年の「もの」の充足よりも「こころの豊かさ」を求め

る傾向にある社会において、かけがえのない財産となるものである。 

これらの財産を多く持つ過疎市町では、将来に向けて美しい景観を保全し、地域文化等

を保存・維持・伝承していくとともに、地域の偉人を顕彰し、さらに磨きをかけ地域の魅

力として顕在化させることで、地域アイデンティティを育て、その地域で生まれ育ったこ

とへの誇りと愛着心をより強めていくことができる。また、地域の魅力は交流人口拡大の

大きな要素となるとともに、地域への満足度が高まることで、若者の県内定着や関係人口

の創出・拡大にも繋がる。 

国では平成２７年度から地域の歴史的経緯や風土に根ざし受け継がれている伝承や風習

等を踏まえたストーリーを「日本遺産」として認定し、地域活性化につなげる取組を行っ

ており、こうした取組を積極的に活用していく必要がある。 

また、これらの財産は地域に住む人々によって創り、守り、育てられてきたものであり、

その維持・伝承・磨きあげは、行政が主体的に行うものではなく、あくまで住民が自主的

に取り組むことが重要である。 

そのためには、地域自治組織等の地域コミュニティを有効に活用していくことが必要で

あり、行政は、住民の活動から生じる行政へのニーズに対し、的確な支援を行っていくこ

とが重要である。 

さらに、過疎地域には、世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭

産業」及び「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産が多く存在しており、

地域の宝を人類共通の財産として情報発信し、地域振興につなげていく絶好の機会であるので、

所有者や住民の理解を得て、その保全・活用に重点的に取り組んでいく必要がある。 

 

⑨集落対策等 

過疎地域の集落を取り巻く環境は厳しさを増しており、地域コミュニティの衰退、農地

や森林、里地・里山など自然環境の荒廃、貴重な地域文化の衰退等様々な課題を抱えてい

る。過疎地域が有する公益的機能、都市部では得ることができない良好な生活空間の維持

のためには、地域における最も基本的な生活圏である集落機能の維持が不可欠である。 

集落の維持・活性化を図るためには、地域住民自ら、集落が今後どのようにあるべきか

といった方向性を描き、地域課題解決に向けた取組の推進等を図っていく必要がある。そ

のためには、集落等の地域自治組織が行う活動や集落内の資源保全活動を支援する仕組み

づくりや地域づくり活動を担う人材の確保育成などに取り組んでいく必要がある。 

 

⑩財政状況 

過疎地域の財政状況は、地方税をはじめとする自主財源が極めて乏しく、財政力指数で

は過疎市町の平均が、非過疎市町の平均及び県内全市町の平均より低くなっており、地方

交付税や地方債等に依存せざるを得ない状況である。過疎市町の住民１人当たり地方債残

高の平均は、非過疎市町の平均及び県内全市町の平均を上回っている。一方、過疎対策事

業債は元利償還金の７０％が基準財政需要額に算入されるため、実質公債費比率では、過
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疎市町の平均が、非過疎市町村の平均及び県内全市町の平均より低くなっている。 

 

■財政力指数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）対象とする過疎地域は、令和７年４月１日現在で指定されている地域で算出。 

なお、長崎市、佐世保市、諫早市の数値は非過疎地域に算入している。 

令和４年４月１日に東彼杵町が過疎地域に指定されているため、令和４年度から過疎地域に算入している。 

 

■実質公債費比率 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（備考）対象とする過疎地域は、令和７年４月１日現在で指定されている地域で算出。 

過疎地域は、令和３年４月１日現在。なお、長崎市、佐世保市、諫早市の数値は非過疎地域に算入している。 

令和４年４月１日に東彼杵町が過疎地域に指定されているため、令和４年度から過疎地域に算入している。 
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■住民１人当たり地方債残高 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                

         

 

 

 

 

 

 

 
 （備考）対象とする過疎地域は、令和７年４月１日現在で指定されている地域で算出。 

なお、長崎市、佐世保市、諫早市の数値は非過疎地域に算入している。 

令和４年４月１日に東彼杵町が過疎地域に指定されているため、令和４年度から過疎地域に算入している。 
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２．過疎地域の持続的発展の支援に関する基本的な方向性 

 

本県においては、少子・高齢化等の進行により、総人口は１９６０年をピークに、２０５０年に

は８６９千人まで減少することが見込まれている。また、高齢化率は、全国より早いスピード

で進んでおり、老年人口は、全国が２０４０年にピークを迎えるのに対し、本県は２０２５年

頃にピークを迎えるとされている。また、生産年齢人口も２０４０年頃には全体の５割を切る

ことが見込まれている。 

過疎法において、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）で示されている持続可能性・多様性・包

摂性等の考え方も踏まえた持続的発展という理念のもと、人口密度の高い都市部から地方への

関心が高まっている中、過疎地域が、都市と連携しながら、豊かな暮らしの中で様々な付加価

値を生み続けられる場としての役割を果たせるよう、「地域の持続的発展に向けて、過疎地域

における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上」の実

現を目指す。 

そのため、これまでの住民生活に必要な生活・産業基盤の整備、産業の振興、医療の確保、

生活交通の確保や集落対策等に加え、「移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」「地域に

おける情報化」「再生可能エネルギーの利用の促進」を明確に過疎方針に位置づけ関連施策の

強化・推進を図りながら、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、

人口減少社会における持続可能な地域社会の形成、地域活力の更なる向上につなげていく。 

 

(1) 過疎法の目的 

農山漁村地域の過度の人口減少に代表される、いわゆる過疎問題に対処するため、昭和４５

年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来４度の立法措置がなされ、これまで５０年

以上にわたり過疎対策が講じられてきたところであるが、当初の過疎対策の主眼は、「地

域格差の是正」に置かれてきた。平成１２年に施行された過疎地域自立促進特別措置法に

おいては、「美しく風格ある国土の形成に寄与する」ことが目的に追加され、平成２２年

には過疎対策事業債のソフト事業への拡充がなされた。 

このような中、人口減少・少子高齢化の加速、東京一極集中の加速、過疎地域の可能性を広げ

る新たな潮流といった社会経済情勢の新たな変化を見据え、過疎地域の持続的発展という新た

な理念のもと、令和３年４月１日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定

された。 

 

(2) 令和２年度～令和７年度までの取組 

令和２年度～令和７年度の過疎対策においては、人口減少が進む過疎地域の持続的発展

のために、住民生活に必要な生活・産業基盤の整備、産業の振興、医療の確保、生活交通

の確保や集落対策等に加え、過疎地域の生活空間としての魅力を背景として、移住施策や

関係人口の幅広い活用等による移住・定住・地域間交流の促進、及び地域社会の担い手確

保・人材育成による地域づくり、さらにSociety5.0の実現に向けたＩＣＴ等を活用した地

域活性化のための情報通信基盤の整備による情報化推進、その他子育て環境の確保、再生

可能エネルギーの利用の促進などに積極的に取り組んだ。 
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(3) 今期（令和８年度～令和１２年度）における取組 

テレワークやワーケーションなど多様な働き方が進展し、仕事より生活を重視する考え方へ

の意識変化、人口密度の高い都市部から地方への関心が高まっている中、前期計画に引き続き、

住民生活に必要な生活・産業基盤の整備、産業の振興、医療の確保、生活交通の確保や集

落対策等に加え、移住施策や関係人口の幅広い活用等による移住・定住・地域間交流の促進、

及び地域社会の担い手確保・人材育成による地域づくり、さらにデジタル社会への進展に向け、

様々な分野におけるデジタル化・ＤＸ推進、その他子育て環境の確保、再生可能エネルギーの利

用の促進などに積極的に取り組むことにより、人口減少社会における持続可能な地域社会を形

成していく。 

 
 

３．広域的な経済社会生活圏の整備の計画等との関連 
 

本県は、県土の約７１．７％が過疎地域であり、これまでも広域的な見地から総合的な施策

を展開してきたところである。今後とも、過疎地域の持続的発展を図るため、医療の確保や保

健・福祉サービス、幹線道路網の整備、生活交通の確保、地場産業の振興・育成、スタートア

ップ、企業誘致、観光交流、物産流通などの産業振興、雇用機会の拡充など過疎市町単独では

対応が困難な施策について、広域的かつ総合的な観点から地域間の連携を図り、各種計画等と

の調整を図りながら施策を行う。 
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Ⅱ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 
 
【移住・定住・地域間交流の促進、人材育成の方針】 

 

過疎地域においては、人口減少・少子高齢化が進行している。一方、過疎地域の生活空間と

しての魅力を背景として、人口密度の高い都市部から地方への関心が高まっている中、本県の魅

力である離島や半島地域の資源を活かしながら、移住対策の充実、関係人口の幅広い活用、テ

レワーク受入等による過疎地域の活性化や人材の確保、行政と地域等の連携による地域で活

躍する人材の育成などに取り組み、移住者数の拡大、若者定着、地域社会の担い手確保を図る。

また、学校が地域の人材育成に果たす役割は重要であり、学校・家庭・地域連携による人材育

成やふるさと教育等を推進する。 

 
 
１．移住・定住の促進 
 

本県への移住・定住を促進するため、県及び県内全２１市町が共同運営する「ながさき移住

サポートセンター」を中心に、移住の検討段階から地域への定着まで、移住を希望される方の

視点に立ったきめ細かなサポートを行うとともに、移住顕在層の確実な取り込みや潜在層の

掘り起こしなどターゲットに応じた効果的な情報発信など、戦略的な移住施策を展開する。 

また、移住希望者に対する住まい確保支援、移住と連携した起業支援や雇用機会拡充のほか、

移住コンシェルジュや地域おこし協力隊ネットワークの活用など定住対策の推進も図る。 

さらに、農山漁村集落の賑わい創出を図るため、来訪者を受け入れ、新鮮な農林水産物の販

売、飲食及び農業・漁業の体験の機会の提供など地域資源の価値や魅力を活用した取組の推進

により交流・関係人口の拡大を図る。 

 
 
２．テレワーク・ワーケーションの推進 
 

テレワークやワーケーションなど多様な働き方が進展し、仕事より生活を重視する考え方

への意識変化、人口密度の高い都市部から地方への関心が高まっている。 

本県では、市町と連携し、「リモートワークｉｎ長崎」として情報発信や相談対応を行うほ

か、市町のテレワーク等受入の支援を行う。また、デジタルノマドの誘致に向け、コミュニテ

ィマネージャーの育成など、地域の受入環境づくりを推進し、テレワークやワーケーションの

受入を積極的に行い、「転職なき移住」も含めた移住の実現や二地域居住などの関係人口の拡

大に繋げていく。 
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３．関係人口の推進 
 

都市部住民と地域住民が継続的に多様な形で関わる「関係人口」を創出・拡大するため、「長

崎県とつながる（ファンになる）」、「長崎県と関わる（本県を訪れ地域と交流する）」、「長

崎県のために活動する（本県の地域課題解決に貢献する）」というフェーズを意識しながら、

農林水産、文化・芸術、スポーツ、教育等幅広い分野で、地域活動の担い手確保や新たな事業

の創出等、地域の活性化につながる取組を推進する。 

 
 
４．地域社会の担い手対策・人材育成 
 

過疎地域など地域人口の急減に直面している地域においては、農林水産業、商工業などの地

域産業の担い手不足が深刻化していることから、地域人口の急減に対処するための特定地域

づくり事業の推進に関する法律（令和元年法律第６４号）に基づき、特定地域づくり事業協同

組合が行う季節毎の労働需要等に対応するための労働者派遣事業等を推進し、地域社会・経済

の維持・活性化を図っていく。 

そのほか、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に生活の拠点を移し、地域ブランドや地

場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や農林水産業への従事、住民の生活支援など

の「地域協力活動」を行う地域おこし協力隊員の活動支援のほか、市町村職員と連携し、集落

点検や話し合いを行う集落支援員の活用など、外部人材等の過疎地域への定住・定着を図る取

組を推進する。 

 

 

５．学校、家庭、地域の連携による教育力向上、人材育成 

 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入によって、各学校にある既存の組織

や活動等を整理・統合し、学校と家庭及び地域がそれぞれの役割と責任を担う教育活動を展開

するとともに、学校の負担過重を解消し、地域とともにある学校づくりを推進する。 

また、地域で育む子ども像を学校・家庭・地域で共有しその実現を図るため、学校運営協議

会で熟議したうえで、地域学校協働活動を推進するように周知・啓発するとともに、学校・家

庭・地域をつなぐコーディネーターの養成と各学校区への配置を促進する。 

さらに、子どもの安全・安心な居場所の確保と体験・交流活動、スポーツ、学習等の機会を

提供する「地域子ども教室」を引き続き推進するとともに、活動内容の更なる充実を図る。 

 

６．ふるさと教育の推進 
 

人口減少や少子高齢化の進行など地域が抱える課題を克服するためには、ふるさとや身近

な地域に対する愛情と理解を深め、豊かな郷土愛、本県を担っていこうとする心情を育成する

ことが重要である。 

このため、本県の郷土や伝統文化、豊かな自然環境等に関する学習を充実させるとともに、
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教科や総合的な学習・探究の時間等において、主体的に地域を巡検したり、調査をしたりする

活動を行うことで郷土を知り、郷土に愛着を持つ教育を推進する。 

また、よりよい環境の創造や持続可能な地域づくりに向けて行動することの意義や重要性

について学ぶ機会の充実を図る。 

さらに、地域の課題を自らのこととして認識し、当事者としてどのように立ち向かえばよい

か、考え行動する学習を進めることにより、地域に主体的に関わりを持ち、貢献しようとする

意識を向上させ、社会参画に必要な資質や能力、地域を担う実践力を育てる。 
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Ⅲ 産業の振興 
 

【産業振興の方針】 
 

学卒者等の若年層の流出は、本県過疎地域の人口減少の大きな要因となっていることから、産業

振興による雇用の創出を図り、若年者層の移住・定住、就業促進を図ることは喫緊の課題となって

いる。そのため、それぞれの過疎地域の特性を十分活かしながら、基幹産業である農林水産業の振

興をはじめ、地場企業の成長促進、地場産業の振興、企業誘致、スタートアップ及び新規分野進出

の促進、商業の振興、地域資源を活用した観光振興、県産品のブランド化などに取り組み、雇用の

場と所得の確保・向上を図る。 

 

 

１．農林水産業の振興 
 

農地・林地や海洋等地形的にも多くの資源を有している過疎地域の農林水産業は、県全体の市町

内総生産（第１次産業分）のうち６５.９％を占め、主要な産業である。また、過疎地域の農山漁村

における自然環境は、高度経済成長期以降、都市化の進展とともに、国民にとっての大きな財産と

しても見直されており、水源の涵養、美しい景観・伝統文化の継承、国土保全の面からもその維持

存続が図られなければならない。 

これらの産業に共通した課題は、担い手の減少や高齢化の進行であることから、生産性向上や規

模拡大、経営の効率化のほか、生産物の高付加価値化及び販路拡大等により活性化を図り、農林水

産業が過疎地域内外の人々から、選ばれる産業として魅力ある就業の場となるような施策を進め、

将来にわたって地域を支える担い手を確保・育成していくことが必要である。また、集落が持つ資

源や機能が適正に維持され、都市との交流など地域ビジネスの拡大により地域全体で所得向上を図

っていく必要がある。 

 

(1) 農林業 

今日の農林業・農山村を取り巻く環境は、担い手の減少や高齢化の進行、気候変動や激

甚化する気象災害など様々な課題を抱えており、本県農林業の産地・集落を将来にわたっ

て維持するには、担い手の確保・定着を促進するとともに、生産性・付加価値の向上及び

環境変化に対応した産地の形成や農山村集落の活性化による地域社会の維持が必要となっ

ている。 

そのため、新規就農者を多様なルートから受け入れる研修体制の充実や外国人材等によ

る労力支援、生産基盤の整備やスマート技術の導入、地域資源の機能保全に向けた農作業

のアウトソーシング化やアグリビジネスの拡大などに取り組む。 

  

(2) 水産業 

本県は、全国の約１２％にあたる４，１６７kmの海岸線に面した広大な漁場に恵まれ、

漁業生産額が北海道に次いで全国２位の水産県であり、基幹産業である水産業の振興は過

疎地域の持続的発展に必要不可欠である。 
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このため、資源の維持・増大を図りつつ、スマート技術や新漁法の導入、経営多角化に

よる経営力向上、生産性の向上や規模拡大による養殖業の成長産業化、生産・流通の拠点

となる漁港等の機能強化、生産から流通に至るコストの削減、バリューチェーンの強化に

よる国内外への取引拡大に取り組む。また、豊かな自然や漁村ならではの地域資源の価値

や魅力を活かした「海業」の振興により、賑わいや新たな雇用の創出を図る。 

 

 

２．地場産業の振興 
 

製造業においては、世界における激しい市場争いを勝ち抜くための競争力の強化や、地域の

様々なニーズに応えるための対応力の向上など、さらなる成長を目指す必要がある。 

このため、企業の付加価値の向上に向けた取組やサプライチェーンの構築に向けた企業間

連携の取組等を支援し、地場企業の成長促進を図るとともに、若年層をはじめとする人材を確

保しやすい雇用環境の創出にもつなげる。 

また、食料品製造業は、優れた農林水産物や地域産品等を有する本県過疎地域の経済を支え

る重要な産業でもあるが、小規模事業者が多く、物価高など厳しい経営環境を乗り越えるため

には、売上拡大や生産性向上を図る必要がある。 

このため、製造工程等の効率化の促進による生産性の向上や売上・収益確保の取組を支援す

ることにより、食料品製造業の振興を図る。 

 

(1) 競争力の強化による製造業の振興 

カーボンニュートラル社会に向けて、世界的な需要拡大に伴いさらなる成長が見込まれる産

業（半導体関連、航空機関連、海洋エネルギー関連、造船関連など）における企業の販路拡大や

技術力向上、サプライチェーン強化などの企業間連携等を支援する。また、製造業等を営む地場

企業が行う新規雇用を伴う工場の新増設等の設備投資を支援する。 

 

(2) 食料品製造業の振興 

地域を支える食料品製造事業者の売上拡大や生産性の向上を図るため、関係機関と連携して

支援する。 

 

(3) 中小企業に対する支援 

地域産業活性化の取組等をさらに進めるため、関係機関と連携しながら、中小企業に対して

必要な情報の収集や提供を行う。 

 
 
３．企業の誘致対策 
 

本県は、地理的・地形的に企業誘致には不利な条件にあるが、それぞれの地域の特性や、自

然環境の保全などに十分配慮しながら、次なる基幹産業の育成・創出や良質な雇用の場の創出

に向けた企業誘致を推進し、地域住民の就業機会の増大及び安定した所得の向上を図る。 
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また、市町と連携した工業団地整備や産業界が求める人材の育成といった企業誘致の基本

となる環境整備を引き続き推進するとともに、自然災害リスクの低さや、優秀な人材の豊富さ

を強調していくこと等により、過疎地域外からの企業の新たな立地を促進するものとする。そ

のため、県・地元市町及び関係機関等との連携を密にして企業立地に関する情報収集体制を強

化するとともに、地域の特性を踏まえて誘致対象分野を絞り、企業立地助成制度等の充実を図

りながら、重点的な誘致活動に取り組む。 

 

 

４.スタートアップ及び新規分野進出の促進 
 

スタートアップの推進や既存企業の新分野への進出は、雇用機会の創出の上で重要な役割

が期待されており、成長が見込まれる企業を支援するための施策を進めなければならない。特

に、情報関連産業は、今後、発展する産業分野として期待されており、過疎地域においても多

種多様なアイデアをもとにした事業の可能性が高まりつつあることから、積極的に支援する。

また事業承継及び創業・起業を推進し、地域経済の維持及び更なる活性化につなげる。 

 

(1) スタートアップの推進 

過疎地域を含む県内全域でワークショップ等を開催することにより、スタートアップを

目指す人材の発掘や育成に努めるとともに、首都圏の交流拠点や投資家等との連携を拡充

し、有望なスタートアップに対するプッシュ型での本県への呼び込みを強化する。また、

売上拡大を目指す県内スタートアップに向けて、首都圏大企業との取引マッチングの機会

を提供するなど、創出から成長までの一貫した支援に取り組むことで、県内スタートアッ

プの振興を図る。 

 

(2) 情報関連産業の創出・育成 

ＡＩ・ＩｏＴ等を含む情報関連産業の分野において、高度専門人材の育成及びそれらの

先端技術を提供するサプライヤー企業と県内企業のマッチング等により、先端技術の活用

を促進するとともに、事業拡大や新たなサービスの創出につなげ、県外需要の獲得と情報

系人材の県内定着を図る。 

 

(3) 事業承継及び創業・起業の推進 

国が設置する長崎県事業承継・引継ぎ支援センターと連携して周知啓発や相談対応、各種支

援に取り組むとともに、支援機関や金融機関等とも連携を図りながら、事業承継に対する前向

きな意識醸成や、早期の事業承継促進を図る。 

また、市町を中心とした創業支援に加えて、県外在住の本県への移住創業希望者の掘り起し

や、県外に居ながらの事業計画策定支援等の伴走型支援を実施する。 
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５．商業の振興 
 

商店街の振興については、商店街が地域の関係者や外部人材と連携しながら実施する地域

課題の解決等につながる取組に対し、市町と連携した支援を行うことで、商店街の価値を高め

るとともに、地域の中核となるコミュニティとしての再生を図る。 

また、商店街以外のエリアにおいても、商業者を中心とした「新たなにぎわい創出」に向け

た活動があっていることから、これらの活動を加速化させ、地域の商業活動の活性化を、市町

と連携し支援していく。 

 

 
６.観光関連産業等の振興、観光まちづくりの推進 
 

本県の過疎地域は、国立公園及び国定公園をはじめ優れた自然景観のほか、数多くの歴史文

化遺産を有していることから、これらの既存の観光資源を保護していくとともに、国内外の観

光客の満足度向上を図るため、高付加価値化や受入環境整備を進め、観光地としての魅力や質

を高めていくことが急務である。 

過疎地域においては、自然、歴史、文化、産業、食、健康、環境等の地域資源を素材とした

体験メニューや観光コンテンツを創出するとともに、世界遺産、日本遺産及びジオパークの魅

力や価値を国内外に発信すること等により、観光客の誘客、滞在時間延長や消費拡大による地

域経済の活性化を図り、総合産業としての観光振興を図る。 

 

(1) 観光資源の創出・活用・保全 

過疎地域には、他にはない大陸との交流の歴史やキリシタン文化、明治日本の石炭産業

に関する遺構、火山活動によって作られた特色ある地形、美しい海岸線、多くの島々や山々、

田園の風景、新鮮な農水産物など数多くの資源を有しており、これらの保全と活用を図る

ことで地域の魅力を高める。特に、地域の伝統的な食材の掘り起こしや文化と郷土料理の

融合を図る取組など「食と観光」の連携を進めるなど、地域資源を活用した滞在型観光に

よる交流人口の拡大を図る。 

また、地域の歴史や文化、自然と調和した個性的で魅力あるまちなみ景観の保全と創造

（景観まちづくり）に取り組むことで、住む人が地域の歴史・文化・営みを学び、地元へ

の愛着や誇りを育み、地域住民が主体となって取り組む魅力ある観光まちづくりを推進す

る。 

 

(2) 観光交流基盤整備 

観光地づくりの拠点となる観光施設の整備や観光客の利便性の向上、満足度の向上に繋

がる施設の充実を図るとともに、観光客が移動しやすい環境づくりのため、国内都市圏か

らの航空路等をはじめとする交通アクセスや二次交通アクセスの整備・改善に取り組む。 

また、観光客が安心して快適に周遊できるよう、観光案内所の設置や観光案内板、誘導

板の整備、スマートフォンなどＩＣＴを活用した案内機能の充実など、観光情報システム

の高度化や、高齢であることや障害等の有無にかかわらずすべての人が楽しめる受入環境
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の整備を図る。 

インバウンドについては、本県が地理的優位性を有する東アジアや訪日旅行市場が拡大

している東南アジア、高付加価値旅行市場である欧米豪をターゲットに、各市場の動向を

踏まえ、地域と連携した観光コンテンツの磨き上げや受入環境整備に取り組むとともに、

個人旅行化の一層の進展に対応するためレンタカー等を利用した県内周遊の促進や観光関

連施設の多言語対応等の促進に取り組む。さらに、欧米豪の小型クルーズ客船について、

離島港等への積極的な誘致に取り組むとともに、半島地域への広域周遊観光の促進等、経

済的な効果を高める取組を推進する。 

 

(3) 戦略的観光情報の発信 

誘客にあたっては、国内外の観光客のマーケットの動向やデータ分析に基づく戦略的情

報発信（誘客宣伝）を図る。特にインバウンドについては、海外における本県の観光地と

しての認知度を高めるため、デジタル化の進展を踏まえた個人の興味関心に直接訴求する

デジタルプロモーションをはじめ、メディア、旅行会社と連携した現地プロモーション等

に取り組む。 

 

 

７．県産品のブランド化と販路拡大 
 

県内農林水産団体などの協力を得ながら、流通関係者など民間企業の活力（商品化・流通・

販売）を積極的に活用し、効果的な売り込みを行うことによって全国区となりうるブランド商

品づくりを目指すとともに、市町と連携して、優れた地域の産品を掘り起こし、認知度及び商

品価値を高める。 

このような取組を通じて、自立して販路拡大ができる生産者・企業者の育成を図り、リーデ

ィング商品に続く新商品の開発と発掘を促進し、過疎地域の農水産物全体の評価の向上に努

める。 

また、県民一人一人に県産品の良さを知ってもらい、県産品を多く使ってもらうための県内

での啓発普及対策として「県産品愛用運動」を実施していく。 

さらには、官民一体となって、東アジア及び東南アジア諸国などへの長崎ブランド産品の輸

出を促進していく。 
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Ⅳ 地域における情報化 
 

【地域における情報化の方針】 

 
今般のコロナ禍を契機に国民の日常生活や働き方、価値観等が大きく変化し、デジタル社会

への急速な進展が見込まれる中、本県においても行政をはじめ、観光産業、農林水産業、建設

業などの産業における生産性の向上や子育て、教育、医療、介護等を含むあらゆる分野におけ

る改革・変革が必要不可欠となっている。 

ついては、離島・半島が多い地理的特性や、人口減少・少子高齢化に伴う様々な地域課題に

応じたデジタル化・ＤＸの推進をはじめ、最先端技術を効果的に活用し、県内外からイノベー

ションを生む多様な人材・知・産業の集積を促し、稼ぐ地域を創りだすとともに、人手不足の

解消や地理的・時間的な条件に関わらずあらゆる地域で同じような働き方を可能とする環境

整備や、医療、福祉、子育て支援等の県民の生活に密着した分野のデジタル化を進め、個人の

ニーズに応じた最適なサービスが提供される豊かな県民の暮らしを目指す。 

 

 

１．「暮らし・まち・こども」のデジタル化による県民のＱＯＬ向上 
 

県民目線を重視し、多様化するライフスタイルやニーズに対応したデジタル化を推進し、将

来、こどもたちが希望をもってそれぞれの能力を発揮できる環境整備を促進していく。 

 
２．「産業・しごと・にぎわい」のデジタル化による地域経済の活性化 
 

カーボンニュートラル社会に向けた基幹産業の振興を図り、デジタル化による県内企業の

生産性向上や高付加価値化を目指し、ビジネスモデルの変革や業務の効率化、スマート農林水

産業、デジタルマーケティング等を活用した観光施策などを推進していく。 

 

３．国家戦略特区制度を活用した新技術の実装 

 
国家戦略特区制度の活用による規制・制度改革に向けた実証等を通しながら、地域課題の解

決に向けて先進的な発想で各施策に取り組み、新技術の社会実装を図ると共に各産業や暮ら

し、まちなどのデジタル化を推進する。 

 

４．デジタル化を支える共通基盤整備 

 
情報通信基盤の整備促進やデジタル人材の共同利用、データ利活用に必要な基盤の整備な

ど、「暮らし・まち・こども」、「産業・しごと・にぎわい」、「国家戦略特区制度を活用し

た新技術の実装」のデジタル化推進に必要な環境を整える。 
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Ⅴ 交通施設の整備、交通手段の確保 
 

【交通施設の整備、交通手段の確保の方針】 
 

過疎地域の多くは離島・半島という地理的に不利な条件にあり、交通体系は、生活と産業の

最も重要な基盤であるため、陸、海、空にわたる多様な交通システムを、有機的な連携のもと

に整備する。 

 

 

１．国道、県道及び市町道の整備 
 

県内道路網の整備については、地域の自立・活性化を支援するため、「産業を支える道路ネット

ワークづくり」「交流人口を拡大する道路ネットワークづくり」「安全安心で快適な道づくり」「人

口減少に対応し、持続可能な社会を支える道づくり」「魅力ある道路環境づくり」の５つの整備方

針に沿って推進する。 

 

(1) 高規格道路及び国・県道の道路網の整備充実  

県内外の主要拠点間を結び、地域の連携強化・交流促進により、産業振興・観光振興を

図るための高規格道路の整備を推進する。 

特に、過疎地域でもある半島部において高速交通体系の整備が遅れているため、西九州

自動車道、島原道路、西彼杵道路などの整備を重点的に推進する。 

また、都市部や生活拠点と過疎地域を結ぶ国・県道において、生活利便性の向上、安全

安心の確保、沿道環境の改善など、地域ニーズに対応した道路整備を推進する。 

 

(2) 市町道の整備 

市町道の整備は、地域の生活基盤の強化や良好な生活環境の確保を目指し、地域ニーズ

に応じた道路整備を推進する。 

 

 
２．農道、林道及び漁港関連道の整備 
 

国道、県道及び市町道と関連を図りつつ、農林業及び水産業の生産性の向上を目的として整

備を促進する。 

 

 

３．地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保 
 

本県の過疎地域は離島・半島地域に位置しており、地方バスや鉄道等のアクセス改善に加え

て航路及び航空路のアクセス改善が大きな課題である。 
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また、不採算路線の運行や交通空白地域の解消については、バス・タクシー事業者、関係市

町及び県において、その対策について引き続き総合的な検討を進め、住民の移動手段の確保を

図る。令和２年に改正された地域公共交通活性化再生法において、地方公共団体による「地域

公共交通計画」の作成が努力義務化されたことで、従来の公共交通サービスに加え、地域の多

様な輸送資源も計画に位置付け、地域の移動ニーズに対応していく。 

 

(1) 航路の維持・存続 

離島本土間の航路については、主要航路の寄港地となる港湾及び漁港整備を進めるとと

もに、船舶の更新等を含む運営費等補助などにより、離島航路の維持存続を図る。 

離島相互間の航路については、接岸及び旅客施設の整備を進め、施設面での改善や船舶

の更新等を含む運営費等補助により航路の維持存続を図る。 

 

(2) 航空路の維持・存続  

離島空港の施設を良好に維持するとともに、利用促進策や安全整備費用等への支援を行

うことにより、離島住民の移動手段であり、地域活性化にとっても重要な県内離島航空路

線の維持存続を図る。 

 

(3) バス路線等の確保 

バス路線については、過疎地域においては、交通空白地域の解消はおろか、路線バスの

維持も困難な状況である。そのため、地域の実情にあった路線バス維持のための施策を推

進するとともに、乗合タクシー、デマンドバス、スクールバス、福祉バス等の市町による

運行やボランティア・地域自治組織等による輸送等の代替方策によって生活交通路線の確

保を図る。 

 

(4) 地域鉄道の整備 

地域鉄道は、沿線地域住民の生活を支える基幹交通路線として、また地域間交流を促進する

ための交通手段として重要な役割を担っているが、その施設・設備は老朽化等により計画的な

整備を必要としている。このため、施設・設備の整備を促進し、安全の確保・安定輸送を図る。 

 

(5) バリアフリー化の促進  

交通機関については、誰もが利用しやすいよう、交通施設や乗り物におけるバリアフリ

ー化の促進を図る。 

 

(6) 地域公共交通の活性化等  

地域公共交通については、公共交通事業者、関係市町及び県等が連携し、その活性化及

び再生を図るとともに、利用しやすい公共交通の実現を図る。 

 

 



 

 - 29 - 

Ⅵ 生活環境の整備 
 

【生活環境の整備の方針】 
 

都市との交流を進め、若者をはじめとする定住を促進するためには、その受け皿となる魅力

ある基礎的な生活環境の整備が不可欠であり、水道施設や汚水処理施設については、過疎地域

における住民生活のナショナルミニマムの確保のため、効率的な整備を進めるとともに、適正

かつ効率的な維持管理を図る。 

また、気候変動による大雨の頻度増加、台風の大型化等に伴い災害の頻発化・激甚化が懸念

されている中、自助･共助･公助による災害に強い安全安心なまちづくりを目指し取組を推進

していく。 

 

 

１．水道、汚水処理施設等の整備 
 

(1) 水道施設等の整備 

県全体の水道の普及率は、令和６年３月末現在で９９．１％に達しているが、未普及地

域対策や既存施設の老朽化、給水人口の減少などの課題への対応が求められている。 

したがって、今後も安定した水道水の提供を確保するため、上水道及び簡易水道の整備、

老朽化施設の更新や耐震化を進めるとともに、適正かつ効率的な維持管理を図る。 

 

(2) 汚水処理施設の整備 

令和６年３月末における県下の汚水処理人口普及率は全国平均９３．４％に対し８４．２％

と低く、さらに本県過疎地域においては６０．１％と全国平均よりもかなり低い状況である。公

共用水域の水質保全のためにも汚水処理施設の整備が急務となっていることから、地域の実情

に応じた多様な汚水処理施設の整備を推進することに加えて、適正かつ効率的な維持管理を図

る。 

 

(3) 一般廃棄物処理施設等の整備 

天然資源の枯渇や地球温暖化などの環境問題に対し、廃棄物の処理においても、循環型社会

の構築やカーボンニュートラルの実現に配慮した取組を進めていくことが重要となっている。 

このため、県民の生活環境の保全を前提としつつ、廃棄物の再生利用や熱回収等による循環

的な利用やごみ処理の広域化による効率的な処理を図るため、廃棄物処理施設の適切な整備を

進めていく。 

 

(4) 海洋ごみの処理推進 ※海洋ごみ：海岸漂着物等、漂流物及び海底の堆積物（水底土砂を除く） 

海岸の良好な景観、多様な生態系の確保、水産資源の保全等総合的な海岸の環境並びに

海洋環境の保全を図るため、海洋ごみの円滑な回収・処理、効果的な発生抑制対策事業等

を進めていく。 



 

 - 30 - 

２．防災体制・消防・救急施設の整備 
 

様々な災害を想定した実践的な訓練、防災資機材の整備、各種災害情報などの県民へのより

迅速な情報提供を実施するとともに、地域防災力を高めるため、消防団活動の充実強化や自主

防災組織の結成促進を図る。 

 

(1) 防災、危機管理体制の構築 

災害発生時の初動体制や防災情報の収集・伝達体制、防災関係機関の緊密な連携体制を構

築し、県民の防災意識の向上や防災体制の強化を図るため、防災ヘリコプターの運航や防災

航空隊、防災行政無線の確実な運用、避難所環境の整備や物資の備蓄・輸送、要配慮者対策、

受援体制の構築などに向けた市町の取組に対する支援、孤立集落対策のための通信手段の確

保、ヘリや船舶等の活用などを推進する。 

 

(2） 防災訓練の実施 

風水害や地震などの自然災害、武力攻撃事態等に備え、国や市町、関係団体との緊密な連

携確保、有事即応体制確立のため、近年の災害を踏まえた、総合防災訓練や原子力防災訓練、

国民保護訓練などの各種訓練を実施する。 

 

(3） 消防施設整備 

あらゆる災害に的確に対応するための高度な消防用資機材、高齢化に伴う救急需要の増加や

救急業務の高度化、専門化に的確に対応した救急業務の資機材、消防庁舎、通信指令システムな

どの計画的な整備を推進する。 

消防水利については、地域の事情を踏まえながら、消防水利重点整備計画に基づき、計画的

に、整備を進めていく。 

 

(4) 消防団の充実と活性化 

消防団は、地域の消防防災体制の中核的役割を果たす存在であるが、人口減少や高齢化

の進行、就業構造の変化や地域の連帯意識の希薄化等により、消防団員は減少傾向にある

とともに、災害の激甚化、多発化により消防団員１人１人の負担が大きくなっている。こ

のため、勧誘対策を強化するとともに、必要な資機材の整備や消防団員の処遇の見直し、

教育訓練、入団しやすく活動しやすい環境の整備のための事業所との連携を推進する。 

 

(5) 消防救急体制の整備 

人口が減少し、低密度化しても、消防署所の必要な体制は大きく変わらないことから、

離島及び過疎地域においては、国の財政支援措置も活用し、消防救急体制の維持を図ると

ともに、連携協力や広域化による消防力の整備を図る。 

また、救急と医療機関が連携するメディカルコントロール体制を推進する。 

 

(6) 自主防災活動等促進 

自主防災組織の結成促進のための研修等や地域防災リーダーの育成、地域住民への防災
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知識普及の促進・防災意識の向上に取り組み、地域防災力の向上を図る。 

 

 

３．安全・安心なくらしづくりの推進 
 

地域住民が安全に安心して暮らすことのできる社会づくりを進めるため、行政・住民・事業

者が一体となって、防犯対策、交通安全対策、消費生活に関するトラブル防止などに取り組む

とともに、生活必需品の価格是正への支援、動物愛護の支援等を行うほか、地域住民やＮＰＯ

等が行う住民福祉の向上のための活動を支援していく。 

 
 
４. 長崎らしい景観形成の推進及び快適な生活環境の創造 
 

美しい自然景観や、地域の歴史や文化と調和した個性的で魅力あるまちなみの保全と創造

（長崎らしい景観形成）を進めることにより、生活空間としてのまちなみの質を高め、地域住

民の地域への誇りや愛着を醸成するとともに、ふるさとの里地・里山などの維持に努め、定住

促進や交流人口の拡大を図る。 

若者をはじめとする定住を促進するために、公営住宅等の整備や子育て世帯への住宅支援

を進め、快適な住環境を創出するとともに、県民の森及び中核的な広域公園等の施設整備等、

地域住民の各層がレクリエーションを享受できる場を創造する。また、風水害に強い生活環境

と豊かでうるおいのある水辺づくりを推進し、河川・海岸に自然とのふれあいの場を創造する。 

さらに、本来生息・生育していない外来生物による生活環境などへの被害防止対策を推進す

る。 
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Ⅶ 子育て環境の確保並びに高齢者等の保健・福祉

の向上及び増進 
 

【子育て環境の確保並びに高齢者等の保健・福祉の向上及び増進の方針】  
 

過疎地域においては、人口減少・少子高齢化がその他の地域を大きく上回って進行する中、

持続可能な地域社会の形成のためには、住民福祉の向上が喫緊の課題となっており、こどもや

子育て世帯を支えるための子育て環境の確保、高齢者に対する保健・介護・福祉サービスの向

上及び増進、障害者が地域社会に積極的に参加できる施策の展開が重要である。 
 
 

１． 子育て環境の確保 
 

(1) 長崎県子育て条例行動計画に基づく施策の推進 

「長崎県子育て条例」がめざす、県民総ぐるみで本県の次代を担う子どもが夢と希望を持って

健やかに成長できる環境を整備し、安心してこどもを生み育てることができる社会を実現するた

め、こどもまんなか社会の実現、妊娠・出産の支援、こどもや子育て家庭への支援、仕事と生活

が調和する社会の実現、きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援、安全・安心な子育ての環

境づくり、県民総ぐるみの子育て支援、こどもの心と命を守るための取り組みの８つの基本施策

を柱として取組を推進する。 
 
 

２．高齢者の保健・福祉の向上及び増進を図るための対策 
 

(1) ながさき長寿いきいきプラン（長崎県老人福祉計画・長崎県介護保険事業支援計画・長

崎県介護給付適正化計画）に基づく施策の推進 

「地域のみんなが支えあい、高齢者がいきいきと輝く長崎県づくり」という基本理念のも

と、基本的な３つの目標として①みんなで支え合う地域づくり、②いきいきした高齢期の実

現、③介護保険の安定運営を掲げ、これらを実現するための10の重点分野に基づき、具体的

な施策・取組を推進する。 
 
 

３．障害者等の保健・福祉の向上及び増進を図るための対策 
 

(1) 障害者基本計画に基づく施策の推進 

障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実

現を図るために、県及び市町で定める障害者基本計画に基づき、障害のある人が安心して

暮らせる地域社会の構築、障害のある人が働ける地域環境の整備、障害のある人だれもが

適切な支援を受けられる体制の整備等を推進する。 
 

(2) その他の福祉 

福祉サービスに関する苦情の解決を図るための施策を展開するとともに、その他の福祉

についても、地域の実態を踏まえた対策の推進を図る。 



 

 - 33 - 

Ⅷ 医療の確保 
 

【医療の確保の方針】 
 

離島をはじめ過疎地域においては、緊急搬送時の地理的条件に起因する不利性や医師・看

護師の不足、診療科目の偏在など依然として多くの課題を抱えていることから、救急医療体

制の整備促進のほか、医師の確保、診療科目や診療機能などの質的向上、診療科目の偏在の

是正、看護職員の養成・確保及び資質向上、医療水準の向上や効率化を図るための地域医療

ネットワークの推進、住民の医療や看護に対する意識の向上等に取り組み、過疎地域の医療

の確保を目指す。 

 

１．地域の医療等のサービス確保 
 

地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域の実情により必要とされる医療提供

体制を確保することが重要であり、過疎地域における医療格差を是正するため、小児科、産科

など不足する診療科の診療体制確保・維持や救急搬送体制の充実に取り組むとともに、特に離

島地域においてはＩＣＴ等を活用した遠隔医療の推進を図る。 
 
２．医療人材の確保 
 

過疎地域における医療の確保は、住民の健康・福祉、さらには地域活力全般にとって最も重

要な課題のひとつであり、長年にわたり離島・へき地等における医療提供体制の確保に取り組

んでいるが、本土と離島の地域偏在はいまだに解消されていない。 

過疎地域保健医療推進にあたっては、地域の実情把握に努めながら、離島・へき地医療を担

う医師及び看護師の確保や地域の医療提供体制の確立に取り組む。 

 

３．特定の診療科に係る医療確保対策 

 

少子高齢化が進む過疎地域において、医療の整備は子育て世代を呼び込み定住を促進し、

さらに観光客など地域外の人々が安心して訪れ、交流人口を拡大していくためにも重要であ

るが、小児科や産科などについては診療できる医療機関が偏在しており、必要な時に受診で

きない地域も多いことから、偏在の解消のための対策を図る。 

また、過疎地域、特に離島において眼科・皮膚科等の特定診療科が常設されていない地域

では、長崎県病院企業団病院を中心に大学病院等からヘリコプターによる医師搬送等による

専門医の派遣やローカル５Ｇネットワークを活用した大学病院の専門医による遠隔専門診療

支援を受け、定期的に診療を実施していくとともに、施設・設備の整備を図り、特定診療科

の医療の確保に努める。 
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４．健康づくりの推進 
 

県民の健康寿命を延伸し、いつでも元気に活躍できる社会を実現するためには、県民一人一

人の健康づくりの取組が欠かせないことから、「長崎健康革命プロジェクト」を推進し、県民

が主体的に健康づくりに取り組める環境の整備を図る。 
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Ⅸ 教育の振興 
 

【教育の振興の方針】 
 

教育基本法に基づく「長崎県教育振興基本計画」や各市町の教育方針等に基づき、過疎地

域の自然環境や歴史性など地域の特性を活かし、地域社会と一体となった創造的な学校活動

を推進するとともに、国際化・高度情報化にも対応した学校教育の充実、地域住民の社会教

育の充実や生涯学習の振興及び地域スポーツ活動の推進等に積極的に取り組み、地域を支え

る人材育成を目指す。 

 

 

１．学校施設の整備 
 

学校施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、災害時には、地域の避難場所とな

ることから、その安全性の確保は極めて重要である。そのため、校舎や屋内運動場等の非構造

部材の耐震対策や、老朽化への対応、さらに、バリアフリー化などを計画的に整備する必要が

ある。 

また、教育水準の向上を図る観点から、教育方法の多様化に対応した施設の整備を積極的に

推進するとともに、廃校校舎等については貴重な地域資産としての有効活用を促進する。 

 

(1) 公立小中学校の適正規模・適正配置の推進  

国の「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」及び本県教育水準の

維持向上を図り、子どもたちに望ましい教育環境を整備するために策定したガイドライン

（「公立小中学校の適正規模化について」）を参考に、地域の実態に即した学校規模の適

正化を推進する。 

また、統廃合にあたっては、スクールバスを運行するなど通学手段の確保を図る。 

 

(2) 学校施設の整備等の推進  

公立小中学校の施設は、建築後２５年以上経過した建物が、令和６年５月１日現在で、

全体の８９．３％を占めており、学校施設の老朽化への対応が急務となっているため、施

設整備にあたっては、教育方法の多様化に対応した教育環境の充実と老朽化対策の一体的

な整備を促進する。 

また、災害時、児童生徒等を守るため、非構造部材の耐震対策などの耐災害性強化と空

調設備の設置等の防災機能強化を図るとともに、特別な支援が必要な児童生徒の増加等に

対応するため、施設のバリアフリー化を推進する。 

さらに、小・中学校における学級編制基準の引き下げに伴う教室不足への対応も計画的

に取り組む。 
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(3) 公立幼稚園等の施設整備  

公立幼稚園の施設整備についても、小中学校に準じ積極的に推進する。 

 

(4) 学校統廃合に伴う廃校舎等の有効活用  

学校統廃合に伴う廃校舎等について、都市との交流拠点や子どもの体験活動のフィール

ドなど地域コミュニティのための施設として再整備し、施設の有効活用を図る。 

 
 
２．文化施設、体育施設、社会教育施設等の整備 
 

都市の小中学生等による農山漁村における長期宿泊体験活動等の交流事業を図るなど、体

験活動の場として社会教育施設等の有効活用を図る。 

また、県民の文化活動や創造活動に応えられるよう、地域の文化施設の現況を踏まえ、県、

市町、民間の役割分担を明確にしながら長期的視点に立って、運営面にも配慮し、多彩な文化

施設の計画的配置や活用を図る。 

さらに、日常的なスポーツ活動のため、地区集会所、多目的広場等に身近な体育施設を整備

し、その利活用を図る。 

以上のことから、文化施設（歴史民俗資料館、文化ホール等）、体育施設（運動場、総合体

育館等）、社会教育施設（図書館、公民館等）等については、広域的連携のもとに、計画的・

効率的に配置するほか、学校施設及びその他の関連施設との有機的関係を考慮し、その効率的

な活用を図る。 

 

 

３．学校、家庭、地域の連携による教育力向上、人材育成≪再掲≫ 

 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入によって、各学校にある既存の組織

や活動等を整理・統合し、学校と家庭及び地域がそれぞれの役割と責任を担う教育活動を展開

するとともに、学校の負担過重を解消し、地域とともにある学校づくりを推進する。 

また、地域で育む子ども像を学校・家庭・地域で共有しその実現を図るため、学校運営協議

会で熟議したうえで、地域学校協働活動を推進するように周知・啓発するとともに、学校・家

庭・地域をつなぐコーディネーターの養成と各学校区への配置を促進する。 

さらに、子どもの安全・安心な居場所の確保と体験・交流活動、スポーツ、学習等の機会を

提供する「地域子ども教室」を引き続き推進するとともに、活動内容の更なる充実を図る。 

 

 

４．ふるさと教育の推進≪再掲≫ 
 

人口減少や少子高齢化の進行など地域が抱える課題を克服するためには、ふるさとや身近

な地域に対する愛情と理解を深め、豊かな郷土愛、本県を担っていこうとする心情を育成する

ことが重要である。 
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このため、本県の郷土や伝統文化、豊かな自然環境等に関する学習を充実させるとともに、

教科や総合的な学習・探究の時間等において、主体的に地域を巡検したり、調査をしたりする

活動を行うことで郷土を知り、郷土に愛着を持つ教育を推進する。 

また、よりよい環境の創造や持続可能な地域づくりに向けて行動することの意義や重要性

について学ぶ機会の充実を図る。 

さらに、地域の課題を自らのこととして認識し、当事者としてどのように立ち向かえばよい

か、考え行動する学習を進めることにより、地域に主体的に関わりを持ち、貢献しようとする

意識を向上させ、社会参画に必要な資質や能力、地域を担う実践力を育てる。 

 
 
５．ＩＣＴを活用した教育の推進 

 

児童生徒の学習の基盤となる資質・能力として、情報活用能力の育成を早急に図ることが重

要である。 

このため、国のＧＩＧＡスクール構想により整備された、一人一台端末等のＩＣＴ機器を最

大限に活用し、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させるとともに、「主体的・対

話的で深い学び」の視点からの授業改善を図る。 

また、長崎県遠隔教育センターによる遠隔授業や多様な学びのコンテンツを活用すること

により、生徒一人ひとりの多様な進路希望に対応するとともに、小規模校において不足しがち

な多様な価値観や考えに触れる機会を確保することで、地理的要因や学校規模にとらわれな

い多様で豊かな学びの充実を図り、過疎地域における教育の質の向上を推進する。 
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Ⅹ 集落の整備 
 

【集落の整備の方針】 
 

過疎地域の農村や漁村などの集落の維持・活性化を図るためには、まず地域住民が集落の現

状を知り、集落の問題を自らの課題として捉え、集落が今後どのようにあるべきかといった方

向性を描き、地域課題解決に向けた取組の推進のほか、関係人口の増大、移住定住の促進等を

図っていく必要がある。そのためには、集落等の地域自治組織が行う自主的・自発的活動を支

援する仕組みづくりや地域づくり活動の中心的存在となる人材・団体の育成、外部人材の活用

に係る施策に取り組むとともに、併せて、基幹集落の機能の強化や、複数集落のネットワーク

化などにより、集落における生活機能の確保に取り組んでいく。 

 

１．集落・地域コミュニティの維持・活性化 
 

人口減少や少子高齢化により、集落や地域コミュニティの維持が難しくなるため、住民が住

み慣れた地域に安心して住み続けることができるように、市町が中心となり、地域の生活や暮

らしを守る活動について、行政だけではなく、自治会やＮＰＯなど地域活動を行う多様な主体

が参画し、支えあいながら、地域住民が主体となって、集落生活圏の中の様々な生活支援サー

ビスや活動をつなぎ合わせ、地域住民主体による新しい地域運営の仕組みを形成する小さな

拠点づくり、集落・地域コミュニティの維持・活性化を推進するとともに、地域づくり活動の

中心的存在となる人材・団体の育成及び外部人材の活用などを図り、持続可能な地域社会の実

現に向け取組を推進していく。 

また、地域人口の急減に直面している地域においては、農林水産業、商工業などの地域産業

の担い手不足が深刻化していることから、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり

事業の推進に関する法律」に基づき、特定地域づくり事業協同組合が行う季節毎の労働需要等

に対応するための労働者派遣事業等を推進し、地域社会・経済の維持・活性化を図っていく。 

さらに、地域で生まれ育った若年者層が住み続けられる環境を整備するため、就労環境の整

備、結婚、妊娠・出産、子育て支援、住宅の確保や通勤への支援など地域の実情に応じた各種

ソフト事業を実施し、若年者層の流出を食い止め定住を促進する。 

 

 

２．農山漁村づくり 
 

農山漁村集落の賑わい創出を図るため、地域の「顔」となる産品づくりや来訪者に対する新

鮮な農林水産物の販売、飲食及び農業・漁業の体験の機会の提供など地域資源の価値や魅力を

活用した地域ビジネスの展開を促進し、農山漁村全体の所得向上を図る取組を促進する。 

また、地域内外の組織が連携して農地保全や地域経済活動、生活支援などを行う農村ＲＭＯ

の推進やアウトソーシングの仕組みづくり、地域活動を担う人材育成等に取り組む。 
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３．集落の再編整備 
 

過疎地域には、少子高齢化等により、地域によっては地域生活が難しい小規模集落も散在し

ていることから、地域における定住を促進するため、基幹集落における定住促進住宅の整備や

廃校舎など地域の遊休施設を活用した地域間交流及び地域振興を図るための施設整備等につ

いても取組を促進する。 
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Ⅺ 地域文化の振興等 
 

【地域文化の振興等の方針】 
 

文化団体や地域活性化のリーダー、芸術家の育成を図るとともに、地域が自主的に取り組

む地域文化を活かしたまちづくりを積極的に推進し、過疎地域に残る伝統芸能、文化財、歴

史的景観、食文化などの地域の文化資源の適切な保存と利活用を促進することにより、住民

が地域の多様な文化を再認識し、文化芸術に触れ、守り伝えながら、誇りを持てる個性と活

力に溢れた地域づくりに主体的・積極的に参加する地域社会づくりを目指す。 

 

 

１．文化芸術による地域振興策 
 

県内各地域の文化施設の活用とネットワーク化、日常的に文化に触れ参加するまちづくり、

子どもたちの芸術活動の充実と伝統文化の保存・継承を推進する。 

離島や半島地域など本県の過疎地域に散在する潜伏キリシタン関連遺産等の世界遺産や、日

本遺産として認定された「国境の島」のストーリーなど地域の宝である文化財等の保存と活

用、また、文化観光に取り組む文化施設の魅力向上や文化資源の磨き上げ、周遊する仕組みづ

くりの推進による交流人口の拡大や国内外に向けての情報発信、さらに文化芸術と各種産業と

の連携による地域の賑わいづくりの推進を図る。 

これにより、多様化している人々の価値観に応じた元気とまちのにぎわいを創出し、地域

への満足度を高めることで、若者の県内定着を促進するとともに、関係人口の創出・拡大を

図る。 

令和７年に本県で開催された「第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術･文化祭」（ながさき

ピース文化祭2025）を一過性のイベントに終わらせないよう、文化を通じた「人づくり、基盤づ

くり、地域づくり」の仕組みを継承することにより、地域文化の魅力向上や一層の文化芸術活動

の振興を図る。 
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Ⅻ 再生可能エネルギーの利用の促進 
 

【再生可能エネルギーの利用の促進の方針】 
 

過疎地域においては、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが重要であることか

ら、自然環境の保全と活用を図ることを基本に、持続可能な社会を目指して、洋上風力発電をはじ

めとした再生可能エネルギーの導入・活用の取組を支援するとともに、カーボンニュートラルの実

現を目指すために、住宅や建築物への太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギー発電設備

などの導入を推進する。 

 
１．海洋エネルギー関連産業の振興 

 

本県には、広大な海域があり、洋上風力発電の導入ポテンシャルが高い地域であることや、造船

関連産業の集積地として、長年、培われた技術等の蓄積があることから、海洋エネルギー関連産業

の拠点形成を図り、国際競争力のある新たな基幹産業の創出を目指す。 

再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定により、洋上風力発電の商用事業実施に伴う大幅な市

場の拡大が期待される中、国内外の需要を取り込むため、商用フィールドの導入促進に取り組むと

ともに、分野ごとの中核企業を中心とした共同受注体制の形成及びとサプライチェーンの構築を支

援することにより、県内企業の受注拡大を図る。 

また、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた電力の利活用の検討及び技術力向上の支援によ

り県内企業の新規事業分野への参画を推進する。 

 
２．カーボンニュートラルの実現を目指したまちづくり  

 

国際的な地球温暖化対策の取組である「パリ協定」を踏まえ、日本においても「２０５０年

までの脱炭素社会の実現」を目指しており、国・地方脱炭素実現会議において、エネルギーの

地産地消、住まい、まちづくり・地域交通など、地域課題の解決にもつなげる視点で８分野の

取組を国内各地で推進するための「地域脱炭素ロードマップ」が示された。 

ロードマップでは、農山漁村、離島など全国１００箇所以上で２０３０年度までに脱炭素を

実現する先行地域を創出することとしており、県では「第２次長崎県地球温暖化（気候変動）

対策実行計画」も踏まえ、「脱炭素・資源循環型の社会づくり」を推進することとしている。 

具体的には、過疎地域も含む県内全体で、太陽光発電や蓄電池等を組み合わせた省エネ性能

の高い住宅や建築物の導入、市町と連携して再生可能エネルギー関連産業への県内企業の参

入を推進するほか、地域特性（斜面地、離島等）を踏まえた脱炭素につながる取組を促進して

いくことで、カーボンニュートラルの実現を目指した快適なライフスタイルの普及を目指す。 

 

 


